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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２４年１１月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年２月２８日 ２２時４５分ごろ 

発生場所 大分県杵築
き つ き

市臼
うす

石
いし

鼻南西方沖 

臼石鼻灯台から真方位２１３°１.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°２２.９′ 東経１３１°４１.０′） 

事故調査の経過 平成２４年６月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第二オーナミ、１９９トン 

   １３５５６７、株式会社オーナミ 

   ５９.２２ｍ×９.４０ｍ×５.５５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年１月１１日 

Ｂ 貨物船 千代
ち よ

丸、１９９トン 

   １３３４０５、有限会社幸宝海運 

   ５３.５１ｍ（Lr）×９.２０ｍ×５.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６３年３月３１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１月８日 

    免状有効期間満了日 平成２５年４月１２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４６年４月３０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年２月９日 

    免状有効期間満了日 平成２６年４月２１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に凹損 

Ｂ 右舷船首部外板に凹損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、空船の船首約１.７ｍ船尾約

２.８ｍの喫水で大分県大分市大分港での荷役待機のため、平成２４

年２月２８日０１時３０分ごろ、臼石鼻南西方沖において右舷錨を投
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下して錨鎖３節（７５ｍ）を伸出し、機関を停止して錨泊した。 

 船長Ａは、２０時００分ごろから単独で守錨当直に就き、船首部及

び船尾部に白色全周灯各１個を、船尾船橋付近に作業灯をそれぞれ点

灯し、約１０m/s の北東風及び波高約０.５～１.０ｍの波がある状況

下、目視及び０.２５Ｍレンジとしたレーダーにより周囲の見張りを

行って錨泊を続けた。 

 船長Ａは、２２時１５分ごろ船首が北東方に向いていたとき、南西

方０.５Ｍ付近にＢ船の灯火を視認した。 

船長Ａは、２２時３０分ごろ風勢が増して波高が高くなり、船体動

揺が激しくなったので、錨鎖を伸ばそうか、機関を始動しようかと考

えていたところ、２２時３５分ごろ、Ａ船が走錨してＢ船に向かって

圧流されていることに気付き、衝突直前に機関がかかったが何もでき

ず、２２時４５分ごろ臼石鼻灯台から真方位２１３°１.８Ｍ付近に

おいて、Ａ船の左舷船尾部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、スクラップ約６５０ｔを積載

し、船首約２.７ｍ船尾約３.６ｍの喫水で大分港での荷役待機のた

め、１６時００分ごろ、臼石鼻南西方沖において右舷錨を投下して錨

鎖５節（１２５ｍ）を伸出し、機関を停止して錨泊した。 

船長Ｂは、錨泊を開始したとき、目視及び３Ｍレンジとしたレーダ

ーにより北東方０.５Ｍ付近にＡ船の灯火及びレーダー映像を認め

た。 

 船長Ｂは、２０時００分ごろから単独で守錨当直に就き、船首部及

び船尾部に白色全周灯各１個を、船尾船橋付近に作業灯をそれぞれ点

灯し、船首が北東方を向いた状態で錨泊中、２２時００分ごろ目視及

びレーダーにより周囲の錨泊船との位置関係に変化がないことを確認

後、約１０m/s の北東風及び波高約０.５～１.０ｍの波がある状況で

あったが、錨鎖５節を伸出しているので走錨することはないものと思

い、降橋して自室において書類の整理作業を行った。 

 船長Ｂは、書類の整理作業中、船体に衝撃を感じ、急いで昇橋した

ところ、Ａ船とＢ船とが衝突したことを知った。 

 Ａ船及びＢ船は、共に船舶所有者等に連絡したのち、両船共に自力

で大分港に入港した。  

 気象・海象 

 

 

気象：天気 雨、風向 北東、風力 ７、視界 良好 

海象：波高 約１.０～１.５ｍ、潮流 不詳、潮汐 高潮時 

 大分県北部地域には、本事故当時、強風及び波浪注意報が発表され

ていた。 

 その他の事項 

 

投錨場所の水深は、Ａ船が約１２～１３ｍで、Ｂ船が約１４～１５

ｍであり、底質は共に泥であった。 

船長Ａは、ふだん、台風などの荒天時以外は錨鎖を３節だけ伸出す

ることにしていた。 
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船長Ｂは、本事故当時、走錨の予防として錨鎖を多めに伸出してい

た。 

船長Ａ及び船長Ｂは、共にテレビの天気予報を見て特に注意する内

容ではないものと思った。また、両人は、本事故当時、共に大分県北

部地域において強風及び波浪注意報が発表されていたことを知らなか

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船及びＢ船は臼石鼻南西方沖で共に単錨泊中、Ａ船が、走錨した

ことから、風下のＢ船に向かって圧流され、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

 船長Ｂは、約１０m/s の北東風及び波高約０.５～１.０ｍの波があ

る状況下、錨鎖５節を伸出していたので走錨することはないものと思

い、自室において書類の整理作業を行っており、見張りを行っていな

かったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が臼石鼻南西方沖において共に単錨

泊中、Ａ船が、走錨したため、風下のＢ船に向かって圧流され、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・錨泊する場合には、詳細な気象情報を入手した上、錨地の底質等

を考慮し、適切な把駐力が得られるよう、錨鎖の伸出量や錨の数

などを決定すること。 

・錨泊中であっても、常時、適切な見張りを行い、接近する船舶が

あれば、汽笛やＶＨＦを使用して注意を喚起すること。 

 




